
               
妊産婦健診・出産時の 
交通費を助成します。   

 

  

留寿都村では、北海道の事業により妊産婦の健康診査や出産のため産科医療

機関にかかる交通費の一部を助成する事業をスタートしました。 

事業の適用は、平成28年４月１日です。 

事業内容は下記のとおりで、対象となる方には別途個別にご連絡いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

 

 

【役場保健医療課保健医療係】☎ ４６－３１３１ 

                             

１. 助成の対象者（下記のいずれにも該当する方）

① 健康診査等を受ける日に留寿都村に住民登

録がある方。 

② 留寿都村から別の市町村にある医療機関に

通って、妊産婦健康診査や出産をした方。 

２.助成額 

健康診査や出産のため留寿都村から別

の市町村の産科医療機関に通院した交通

費として片道715円、往復の場合は1,430

円です。 

３.助成の対象となるもの 

産科医療機関で受ける妊婦健康診査（公費負

担に限ります）、出産、１か月健診が対象です。

 

５.助成金の支払等 

 申請月の翌月15日までに、決定された助成金について助成決定通知書によりお知らせするとともに

指定の口座への振込みを行います。 

４.助成を受けるには 

 出産後の１か月健診を受診後に、役場保

健医療課窓口で母子手帳等を提示の上、申

請して下さい。 

回覧

平成28年７月５日 

 


